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岩手県関係
2025年9月25日 岩手県医療勤務環境改善支援センター

岩手県医療局「各診療科⾧に向けた労務管理等に関する研修会」
講師 テーマ「医師の働き方改革に係る概要について」

スキー関係 安比高原スキー場、雫石スキー場
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はじめに
勤怠管理の適正性
労働時間管理の正確性
自己研鑽ルールの徹底
副業・兼業ルールの整備、適正運用
勤務間インターバル制度の導入
育児介護休業法の適正運用
ペイハラ（カスハラ）対策



勤怠管理
出勤簿方式
客観的労働時間管理
ĪⅭカード打刻 ビーコン保持
打刻、入力の徹底
遅刻や早退の解消
就業規則の懲戒規定



労働時間管理
法定時間外労働時間

所定時間外労働時間

時間外勤務時間をリアルに集計して月末時に100時間超過見込みを判定

中締めで途中（15日 20日）80時間×0.8＝64時間 アラーム 例



自己研鑽ルール



副業・兼業ルールの整備、適正運用

副業・兼業の制限
従来 副業・兼業は禁止（就業規則）
判例 職業選択の自由
厚労省 副業・兼業を前提とする就業規則例

〇医療
研究日:大学での研究・・・＞他院
非労働日:週4日勤務の労働契約



就業規則
禁止パターン （従前）

（兼職の禁止）
第 条 職員は、他の会社、団体の役職員となり、あるいは営利を目的とし
た業務に従事することはできない。ただし、〇〇〇の承認を得た場合は、こ
の限りではない。

原則 許可
 新規

届出 要件不備 不許可

禁止

容認



就業規則改正例



時間外勤務時間の限度時間
〇時間外勤務時間の上限値

他院勤務時間と通算して、当院の時間外勤務協定（３６協定）の範囲内

⾧時間労働者を自主的に規制する例（就業規則）
対象者は、申請する日から起算して、前回の「時間外労働および休日労働に
関する協定書（36 協定）」に定める有効期間内の時間外労働および休日労
働の平均時間が45時間を超えない者を対象とする。



副業・兼業の禁止又は制限

副業・兼業に関する裁判例においては、
・ 労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労 働者の
自由であること
・ 例外的に、労働者の副業・兼業を禁止又は制限することができるとされ た場合
としては
① 労務提供上の支障がある場合
② 業務上の秘密が漏洩する場合
③ 競業により自社の利益が害される場合
④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場 合 が認めら
れている。 このため、就業規則において、 ・ 原則として、労働者は副業・兼業
を行うことができること ・ 例外的に、上記①～④のいずれかに該当する場合には、
副業・兼業を禁 止又は制限することができることとしておくこと



留意点
安全配慮義務

健康阻害要素を排除 ×夜勤あけで夜勤
秘密保持義務

機密事項の漏洩排除 ×管理監督者 ×人事担当者
競業避止義務

病院業務と競合関係にある場合
誠実義務

ルール通りに勤務、実績報告



副業・兼業の届出
副業・兼業の経緯

〇地域医療機関の要請を踏まえ、病院⾧の指示する場合
〇医師が独自に兼業先医療機関を見つける場合
〇当院に入職時労働契約に他院での勤務を前提にする場合
・・・兼業先医療機関の要請文書の有無

所定の書式により届出を申請
りん議決裁により承認または非承認を判定する



確認すべき事項



労務管理（月次）
医療機関の医師の労働時間短縮の取組の 評 価に関するガイドライン
（医療機関勤務環境評価センター）

参 考



労務管理（月次）
医療機関の医師の労働時間短縮の取組の 評 価に関するガイドライン

（医療機関勤務環境評価センター）

参 考



通算超過



非常勤医師の労務管理
県外から応援の非常勤医師が本院での⾧時間労働があった場合に、⾧時間時
間外勤務医師に該当する可能性があります。

常勤の病院の勤務実態を把握する
100時間超過の場合:必要な対応

〇年次有給休暇の取得
〇勤務時間が前後する場合がある



勤務間インターバル







勤務間インターバルの義務化
2026労基法改正予定

通常国会
見送り



育児介護休業法の改正













カスハラ（ペイハラ）
2026年10月施行



2026年
10月施行



カスタマーハラスメントとは

33

顧客等から就業者に対する、著しい迷惑行為であり、就業環境を害するものです。
著しい迷惑行為とは、暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、
暴言などの不当な行為 をカスタマーハラスメントと呼びます。

いわゆるカスタマーハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメント等のハラスメン
トのない職場づくりや、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、労
働施策総合推進法等を改正いたしました。公布の日から起算して１年６月以内で政令で定め
る日に施行予定です。（一部の規定は令和８年４月１日に施行予定です。）



自主点検



ペイシェントハラスメント例



ドクターハラスメント
「ドクターハラスメント（ドクハラ）」とは、医師や看護師等医療従事者か
ら 患者に対して行われる、精神的苦痛を伴う不適切な言動のこと。

法的に定義づけはされていないが、以下の要件を満たした場合は該当 する
可能性が高い。

①医師が専門的知識や地位を利用した言動であること
②①の結果、患者を不快にさせる、侮辱する、差別する、人格を否 定する
等精神的苦痛を患者・家族に感じさせていること



ドクハラの影響
民法違反、医師法違反等の法令違反 ⇛民法第648条（準委任契約）

民法第645条（状況報告義務） 医師法第23条（医師の患者への指導義
務） 等

法令違反の結果に係る損害賠償請求 ⇛逸失利益（延命の可能性が狭まれ
た） 精神的損害（慰謝料）
風評被害の拡大と患者等の減少
職場環境の悪化（パワハラ等）
カスハラ（ペイシェントハラスメント）の誘発



ドクハラがペイハラを誘発する
ケース

誘因

ドクハラ ペイハラ



ＩＣＴ取組事例紹介
１ 院外端末～電子カルテ

閲覧、入力可能・・・・＞緊急呼出しの削減、学会出張時対応

２ 院外端末～画像診断

３ 地域医療機関 ⇒ 病院検査予約 （地域医療連携）

４ 患者様への動画説明



論点整理
勤怠記録の早期完成
100時間超過見込み医師に対する当月中面接指導
代償休息の非労働時間への適用
960時間勤務実態の圧縮
各職種に対するタスクシフト/シェアの実践
ＩⅭＴの導入
副業・兼業ルールの確立、労働時間の通算
勤務間インターバルへの対応
育児介護休業法対応
カスハラ対応 ペイハラ、ドクハラ



ご清聴ありがとうございました


